
＜別紙１＞ 

介護医療院はたごまち重要事項説明書 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

・施設名        医療法人 亀岡病院 介護医療院 はたごまち 

・開設年月日      令和元年１０月１日 

・所在地        京都府亀岡市旅籠町２９ 

・電話番号       ０７７１－２５－２０２０ 

・ＦＡＸ番号      ０７７１－２５－２１２１ 

・管理者名       施設長  浦山 淳 

・介護保険指定番号   介護医療院（26B1600010 号） 

 

（２）設置目的 

 当施設は、要介護状態と認定された利用者（以下「利用者」という）に対し、介護保険法

令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むこ

とができるようにするとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適

切な介護医療院サービスを提供することを目的とする。 

この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解い

ただいた上でご利用ください。 

 

【運営方針】 

当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができる 

よう施設サービス計画に基づき、医学的管理下における看護・介護・機能訓練その 

他日常的に必要とされる医療、並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活 

への復帰を目指します。 

当施設では、明るく家庭的な雰囲気を重視し、利用者個々の意思を尊重したサー 

ビス提供に努めます。 

当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、転倒の恐れ・点滴自己抜去等の緊 

急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。 

当施設では、感染症対策、介護事故対策、身体拘束ゼロ運動、褥瘡防止等を目的 

に各委員会を設置し、サービスの質の向上に努めます。 

当施設では、地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、医療保健福祉サ 

ービス提供事業者、及び関係市町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において 

総合的なサービスの提供を受けることができるよう努めます。 

サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対して 

療養上必要な事項について、理解しやすいように指導または説明を行うと共に利用 

者の同意を得て実施します。 

（３）施設の職員体制 

１．管理者（医師）        １名（常勤専従） 

２．医師             １名（常勤換算1.0）以上 

３．薬剤師            １名（常勤換算0.3）以上 

  ４．看護職員            １５名（常勤換算15.0）以上 （夜間１名以上） 



５．介護職員            ２３名（常勤換算23.0）以上 （夜間３名以上） 

６．介護支援専門員         １名（常勤換算1.0）以上       

７．リハビリ職員 

理学療法士          ２名（常勤換算2.0）以上       

言語聴覚士          １名（常勤換算1.0）以上 

８．管理栄養士           ２名（常勤換算1.7）以上 

９．歯科衛生士           １名（常勤換算1.0）以上 

 

（４）入所定員等 

・定員 ９０ 名 

 

・居室の内容 

 個  室     ２ 室 

２人室   １０ 室  

３人室  １６ 室 

４人室    ５ 室 

 

２．サービス内容 

① 施設サービス計画（ケアプラン）の立案 

② 食事 

③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応） 

④ 医学的管理・看護 

⑤ 介護（退所時の支援も行います） 

⑥ 機能訓練（リハビリテーション、運動機能向上、口腔機能向上、レクリエーション） 

⑦ 栄養管理（栄養ケアマネジメント等の栄養状態の管理） 

⑧ 相談援助サービス 

⑨ 理美容サービス（委託） 

⑩ 行政手続代行（介護認定申請） 

⑪ その他 

＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金、加算料金とは別に利用

料金をいただくものもあります。 

 

 

 

 

３．利用料金 

（１）基本料金 

① 施設利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料 

が異なります。以下は１日あたりの税込料金です。） 

 １割負担 ２割負担 ３割負担 

要介護１ ８０７円 １,６１４円 ２,４２１円 

要介護２ ９０６円 １,８１３円 ２,７２０円 

要介護３ １,１２１円 ２,２４２円 ３,３６４円 

要介護４ １,２１２円 ２,４２５円 ３,６３８円 



要介護５ １,２９５円 ２,５９０円 ３,８８５円 

② 食費・居住費 

・介護保険負担限度額認定証をお持ちの方は、食費及び居住費の料金が次のとおりとな

ります。 

 第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

居住費／日   ０円 ３７０円 ３７０円 ３７０円 ４５０円 

食費･１日の上

限 

３００円 ３９０円 ６５０円 １,３６０円 １,４７０

円 

 

（２）加算料金 

＊サービス提供体制強化加算（Ⅱ）／日 １８単位 

＊初期加算／日 （入所日から３０日間） ３０単位 

＊療養食加算／回 ６単位 

＊栄養マネジメント強化加算／日 １１単位 

＊経口移行加算／日 ２８単位 

＊経口維持加算（Ⅰ）／月 ４００単位 

＊経口維持加算（Ⅱ）／月 １００単位 

＊口腔衛生管理加算（Ⅰ）／日 ９０単位 

＊緊急時治療管理加算／回（１ヶ月に連続３日限度） ５１８単位 

＊外泊時費用／日 ３６２単位（月６日まで） 

＊科学的介護推進体制加算（Ⅰ）／月 ４０単位 

＊介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 施設サービス費+加算の５．１％ 

＊介護職員等ベースアップ等支援加算 施設サービス費+加算の０．５％ 

※１単位１０．２７円 利用者負担割合は介護保険負担割証によります。 

 

 

 

 

 

（３）特別診療費 

＊初期入所診療管理／回 ２５０単位 

＊理学療法（Ⅰ）／回 １２３単位 

＊短期集中リハビリテーション／日 ２４０単位 

＊認知症短期集中リハビリテーション／日 ２４０単位 

＊言語聴覚療法／回 ２０３単位 

＊集団コミュニケーション療法／回 ５０単位 

＊摂食機能療法／日 ２０８単位 

＊重度療養管理／日 １２５単位 

＊感染対策指導管理加算／日 ６単位 

＊褥瘡対策指導管理加算／日 ６単位 

※１単位１０円利用者負担割合は介護保険負担割証によります。 

（４）その他の料金（税込） 

①おやつ代／日     １１０円 

②教養娯楽費／回    実費 



③日常着等 入所セット／日 ３８５円 

④洗濯代 １点につき  １２１円 

⑤テレビレンタル代／日 ２２０円（電気代込） 

⑥電気使用料／日    １１０円（電気製品持込み１点につき） 

⑦理美容代   業者委託 

 

（５）支払い方法 

・毎月月末に締め切り、請求書は翌月１０日頃に当施設１階の受付窓口にてご利用者本人ま

たは家族にお知らせします。 

・翌月２５日までに当施設１階の受付窓口でお支払ください。 

・原則は窓口でのお支払となりますが、自動引き落としの場合は郵便局及び銀行口座での引

き落としとなります。引き落としを希望される場合は受付窓口までご連絡ください。 

 

４．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関に協力いただいています。 

 

・ 協力医療機関 

・名 称 ： 医療法人 亀岡病院 

・住 所 ： 京都府亀岡市古世町３丁目２１番１号 

 

・協力歯科医療機関 

・名 称 ： 嶋村歯科医院 

・住 所 ： 京都府亀岡市北町３８ 

 

５．施設利用に当たっての留意事項 

・ 面会： 

面会者は面会時間（平日・土曜日：午前９時～午後７時 日曜・祝日：午前１０時～午

後６時）を遵守し、１階受付窓口に備付けの面会票に記名して下さい。 

・ 外出、外泊： 

外出、外泊の際には、必ず行き先と帰宅時間を職員に申し出てください。 

・ 飲酒、喫煙、火気の取扱い： 

当施設では堅くお断りいたします。 

・ 設備、備品の利用： 

施設内の居室や設備、器具は本来の用法に従ってご利用下さい。これに反した御 

利用により破損等が生じた場合、賠償していただく場合がございます。 

・ 所持品、備品等の持ち込み： 

施設内の居室に所持品や備品を持ち込みたい場合は、予め職員へ申し出てください。 

・ 金銭、貴重品の管理： 

ご本人が保管される現金は小銭程度としてください。 

紛失等の事故の際は責任を負いかねますのでご了承ください。 

・ 外泊、外出時の施設外での受診： 

施設外で受診する場合は必ず介護医療院長の紹介状が必要になります。受診を希望さ

れる場合には当施設にご相談ください。 

・ 宗教活動： 



施設内での他の入居者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮願います。 

・ ペットの持ち込み： 

施設内へのペットの持ち込みはご遠慮願います。 

 

６．非常災害対策 

・防災設備 スプリンクラー、消火器、消火栓、防火シャッター、防火扉 

排煙装置、非常放送設備、自家発電設備等 

・防災訓練 年２回 

 

７．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利 

行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

附則）令和元年  １０月 １日 施行 

（令和元年 １２月 １日 一部改訂）  （令和３年  ４月 １日 一部改訂） 

（令和３年  ８月 １日 一部改訂）  （令和４年  ４月 １日 一部改訂） 

（令和５年  ４月 １日 一部改訂）  （令和６年  １月 １日 一部改訂） 

（令和６年  ４月 １日 一部改訂） 

 

＜別紙２＞ 

介護保険施設サービスについて 

◇介護保険証の確認 

入所説明を行うに当たり、ご利用希望者の介護保険証を確認させていただきます。 

◇施設サービス 

当施設での施設サービスはご本人様及び身元引受人様の意向を確認のうえ、施設サービ

スに関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成され、同意をいただいた「施設サービ

ス計画」（ケアプラン）に基づいて提供されます。 

医療： 

介護医療院は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師・看 

護職員が常勤していますので、利用者様の状態に照らして適切な医療・看護を行います。 

介護： 

施設サービス計画に基づいて実施します。 

栄養管理： 

栄養ケアマネジメント等、栄養管理を実施します。 

機能訓練： 

原則として機能訓練室にて行いますが、施設内でのすべての活動が機能訓練であり、リ 

ハビリテーション効果が期待されます。 

◇生活サービス 

当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者 

の立場に立って運営しています。 

食事： 

朝食    ８時００分～ 

昼食   １２時００分～ 



夕食   １８時００分～ 

入浴： 

 一般浴槽のほか、状態に応じて特殊浴槽で対応します。利用者は週に２回ご利用いただけ

ます。ただし、利用者の身体の状況に応じて清拭となる場合があります。 

 

◇医療機関の受診、投薬について 

介護医療院では、利用者に必要な日常的な医療については施設医師、スタッフが 

 担当することとされており、不必要に利用者の為の往診を求めたり、医療機関に通院させ

たりしてはならないことになっています。 

又入所中の投薬に関しては常勤医師が主治医とし、日々の状態の管理の下で処方する

事となっている為、他医療機関からの定期的な薬の持ち込みは基本的には行なわないこ

ととします。（入所時持参薬、短期入所時の日数分の持参薬は除く） 

 

 

◇他機関・施設との連携 

協力医療機関への受診： 

当施設では、病院や歯科医院に協力をいただいていますので、利用者の状態が急変 

した場合には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

他施設の紹介： 

当施設での対応が困難な状態になったり、専門的な対応が必要になったりした場合に 

は、責任を持って他の機関を紹介しますのでご安心ください。 

◇緊急時の連絡先 

緊急の場合には、同意者が指定する連絡先に連絡します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜別紙３＞ 

介護サービスを安心して受けていただくための個人情報の取り扱いについて 

 

個人情報保護方針は、利用者様が安心して介護サービスを利用いただくための当施設に 

おける個人情報の取り扱いに関する宣言です。本方針を確認いただき、内容に同意された 

上で介護サービスを受けていただきますようお願いします。本方針を確認いただき、利用 

申込書に署名されたことにより、当施設の個人情報の取り扱いに同意された事とさせてい 

ただきます。なお、当施設の個人情報の取り扱いにつきまして、不明点等がありましたら 

問い合わせください。 

個人情報保護方針 

１．介護サービス利用者様と信頼関係のもと、利用者様自身の情報を提供いただくこと 

なしに、良い介護サービスを実現することはできません。当施設は、介護サービス提 

供に必要な範囲において皆様の個人情報を収集し、利用者様の同意のもと利用・提供 

を行ってまいります。 

２．利用者様から提供いただいた個人情報は、紛失、破壊、改ざん及び漏えいが起こらな

いよう適切な管理を徹底してまいります。 

３．個人情報に関する法令及びその他のガイドラインを遵守してまいります。 

４．個人情報保護の仕組みを継続的に改善できるよう、職員一同取り組んでまいります。 

令和６年１月１日 

施設長 浦山 淳 

１．個人情報の収集、利用について 

当施設（併設事業所含む）の職員は、利用者様に介護サービスの提供、通常の業務に 

ついて次の目的の達成のために利用者様の個人情報を利用します。詳細は「利用者様の 

個人情報の利用目的」を確認して下さい。 

① 利用者様の健康維持と回復等の直接的な利益のため 

② 事業所の事務あるいは経営上必要のため 

③ 介護、医療の向上への寄与のため 

上記以外の目的のために利用者様の個人情報を利用する場合には、あらかじめその目 

的を利用者様に伝え、同意をいただいたうえで利用いたします。 

２．個人情報の第三者提供について 

利用者様の個人情報は、あらかじめ利用者様の同意をいただくことなく、当施設（併 

設事業所含む）の職員以外の者に提供することはいたしません。 

ただし、１の利用目的に該当する場合は、利用者様から特にお申し出がない限り、利用者

様に介護サービスを提供するための通常業務として必要な範囲において、利用者様及び

家族様の個人情報を第三者に提供いたします。 



 

 

 

【介護サービスの利用者様の個人情報利用目的】 

 

当施設（併設事業所を含む）におきましては、以下の目的で介護サービス利用者様及び家族

様の個人情報を利用・第三者提供いたします。本内容をご理解の上、介護サービスの提供に

協力いただきますようお願いします。なお、以下の目的において、利用停止・第三者提供拒

否の項目がございましたら、あらかじめ申し出願います。 

 

１．当施設での利用に係る事項 

１ 当施設が利用者様に提供する医療サービス及び介護サービス 

２ 診療科間等で利用者様情報の共有と活用 

３ 介護保険事務 

４ 利用者様にかかる当施設の管理運営業務のうち 

ａ 入退所時の療養棟管理 

ｂ 会計・経理 

ｃ 介護事故等の報告 

ｄ 利用者様への医療サービス及び介護サービスの向上 

２．他の事業者への情報提供に伴う事項 

１ 当施設が利用者様に提供する医療サービス及び介護サービスのうち 

ａ 他の医療機関及び、介護サービス事業者との連携及び照会への回答 

ｂ 利用者様の診療等に当たり、外部への医師等の意見・助言を求める場合 

ｃ 検体検査業務の委託、その他の業務の委託 

ｄ 家族様への病状説明 

  

  ２ 介護保険事務のうち 

   ａ 審査支払機関へのレセプトの提供 

   ｂ 審査支払機関または保険者からの照会への回答 

   ｃ 公費負担医療・介護に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答 

   ｄ 各生命保険会社・各損害保険会社・郵政グループ・各共済会等への療養請求及び

回答 

    

３．損害賠償責任保険に係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又

は届出 

４．行政機関への届け出等 

５．上記以外での利用目的 

１ 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

  ２ 施設内において行われる学生の実習への協力 

  ３  施設内において行われる症例 

    ４ 外部監査機関への情報提供      


